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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１０月２７日 ０７時２５分ごろ 

発生場所 北海道松前町白神
しらかみ

岬南東方沖 

 白神岬灯台から真方位１２３°１.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°２３.０′ 東経１４０°１３.６′） 

事故調査の経過  平成２５年１０月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八龍
りゅう

丸、３.５トン 

   ＨＫ３－１１７８１２（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.６０ｍ（Lr）×２.３４ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２０９.６２kＷ、平成３年３月 

   第２１１－１１８７８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第１８大平
たいへい

丸、３.０９トン 

   ＨＫ３－８５３４３（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.２４ｍ（Lr）×２.１５ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５４年１０月１７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年６月１９日 

    免許証交付日 平成２４年３月２７日 

           （平成２９年６月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年２月２７日 

    免許証交付日 平成２１年１月１４日 

           （平成２６年２月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首外板及び球状船首に擦過傷 

Ｂ 右舷中央外板及び船橋構造物に破口、機関に濡損等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、白神岬南東方沖１Ｍ付近の漁場

において、ひらめ及びぶり一本釣り漁を行っており、船長Ａが、潮流
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によって漁場から東方に約０.８Ｍ流されて魚を釣り上げ、漁場に戻

るため、船首を西方に向け、波で上下動する甲板上から余り時間をか

けずに目視で周囲を見た際、漁場付近に約２０隻の同業の漁船及び左

舷前方５００ｍ付近に潮流によって流されている同業の漁船１隻を認

め、前路には他船を認めなかったので、ここまで流されている他船は

いないものと思い、対地速力約３ノット（kn）で西北西進を開始し

た。 

 船長Ａは、操舵室外の右舷後方に立ってリモコンを使用して操船に

当たり、操舵室内の１Ｍレンジとしていたレーダー画面が海面反射で

見にくかったので、目視で前方の見張りを行っていた際、前方に大き

な波らしきものが見え、波に乗るつもりで左舵を取り、波なのか、他

船なのか、確認しようと思い、操舵室外の左舷側からのぞこうとした

ところ、平成２５年１０月２７日０７時２５分ごろ、白神岬南東方沖

１.６Ｍ付近において、Ａ船の船首とＢ船の右舷中央付近が衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、白神岬南東方沖１Ｍ付近の漁場

において、ひらめ及びぶり一本釣り漁のため、船首を風上の西北西方

に立て、左舷側の２本の竿
さお

で魚を釣っていた際、左舷船尾方の竿に魚

が掛かったので、船長Ｂが、左舷側を向いて釣り糸を巻いていたとこ

ろ、突然、衝撃を感じて船体が左舷側に大きく傾いて海に落ちそうに

なり、ブルワークに固定していた竿につかまった。 

 Ｂ船は、船体傾斜によって甲板上に浸水し、船長Ｂは、衝突したこ

とに気付いて船体各部を点検したところ、右舷中央外板及び船橋構造

物に破口が生じて機関室に浸水していることを確認し、ポンプで排水

を試みたが、諦めてＡ船にえい
．．

航を依頼した。 

 船長Ａは、携帯電話で所属漁業協同組合等に連絡した。 

 Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて北海道福島町福島港へ向けて航行を始

めたが、徐々に傾きながら、ゆっくり転覆し、船長Ｂは、転覆する船

体を伝って船底に上がり、Ａ船に移乗した。 

 Ａ船は、福島港へ入港し、Ｂ船は、来援した海上保安庁の巡視艇に

福島港沖へえい
．．

航された後、漁船に引き継がれて福島港へ入港した。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２.５ｍ、潮流 東流約３kn、水温 約１７～２０℃ 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、操舵室の前方にまぐろ一本釣り用の機械が設置されている

ので、操舵室からの視界が良くないことから、船長Ａは、ふだんから

操舵室外の右舷後方に立ってリモコンを使用して操船に当たってい

た。 

 船長Ａは、付近に他船はいないものと思ったことから、船首を左右

に振るなどの操船を行ったり、操舵室外の右舷側及び左舷側に移動す
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るなどの見張りを行ったりはしていなかった。 

 船長Ｂは、潮流に流されながら、魚を釣り上げている最中は他船が

避けて航行するものと思っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、白神岬南東方沖で漁場へ戻る際、船長Ａが、目視で漁場付

近に約２０隻の漁船を認めたものの、付近に他船はいないものと思

い、操舵室からの視界が妨げられる状況であったが、船首を左右に振

るなどの操船を行ったり、操舵室外の右舷側及び左舷側に移動するな

どの見張りを行ったりしていなかったことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、白神岬南東方沖で東流の潮流に流されながら釣り中、船長

Ｂが、魚を釣り上げている最中は他船が避けるものと思い、左舷側を

向いて魚が掛かった釣り糸を巻いていたことから、Ａ船に気付かず、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、白神岬南東方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が東

流に流されながら釣り中、船長Ａが、付近に他船はいないものと思

い、船首を左右に振るなどの操船を行ったり、操舵室外の右舷側及び

左舷側に移動するなどの見張りを行ったりしておらず、また、船長Ｂ

が、魚を釣り上げている最中は他船が避けるものと思い、左舷側を向

いて魚が掛かった釣り糸を巻いていたため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船を見落とすことがないよう、漁場を発進する際は、慎重に周

囲の船舶の有無を確認し、操舵室からの視界が妨げられる状況で

ある場合は、視界が妨げられない方法での見張りを行うこと。 

 ・魚を釣り上げている最中においても、周囲の見張りを適切に行う

こと。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 


